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１．はじめに

2013年のG8（当時）サミットにおいてオープン
デ ー タ 憲 章（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/
page23_000044.html, 2023年9月20日 確 認 ）が 合 意
されてから10年が経過した。オープンデータとは、
Open Knowledge Foundationの定義では自由な利用、
再利用、再配布が保証されたデータとされているが

（https://okfn.de/en/themen/open_data/, 2023年9月
20日確認）、日本における基本指針では、利用性を担
保するため、機械判読が可能であることも要件に含め
られている（デジタル庁 2021）。日本ではオープンデー
タ憲章の合意を皮切りに、2016年に制定された「官民
データ活用推進基本法」、翌年に閣議決定された「世
界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本
計画」（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 
官民データ活用推進戦略会議 2017）、そして2021年

に発足したデジタル庁より公表された「デジタル社会
の実現に向けた重点計画」（デジタル庁 2023）等、国
の政策文書類に「オープン」という言葉がしばしば登
場するようになった。各種政策において、オープンデー
タを含む「オープン」という概念は、社会のデジタル
化、いわゆるDXの実現に向けた鍵の一つと捉えられ
ている。これらを受け、国はもちろん、民間や個人も
含めて様々なデータのオープン化が進められ、イン
ターネット上で入手できるオープンデータは量・質と
もに、この10年で飛躍的に向上した。デジタル庁が
実施している調査によると、内容は問わず、2023年
6月時点でオープンデータに取り組んでいる自治体は
都道府県では47全て、市区町村を含めると1449自治
体と全体の8割超に上り（https://www.digital.go.jp/
resources/data_local_governments, 2023年9月20日
確認）、オープンデータという考え方は、我が国の社
会に浸透しつつある。
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とはいえ、公的機関等のwebサイトを見てみると、
まだオープンデータへの取り組みがなされていない組
織は多数あるし、取り組みを始めたものの、初期にカ
タログサイト等のポータルを設置し、そのまま更新さ
れずに数年が経過しているという状況も散見される。
例えばデジタル庁から提供されているオープンデー
タ取組済自治体一覧（令和5年3月1日時点)をもとに、
各都道府県オープンデータサイトのURLを確認して
みると、2023年9月時点で確認できた範囲で、3年以
上更新されていないと思われるサイトが3件確認され
た。オープンデータは一度既存データを公開したら終
わりというものではなく、その量・質を向上させて
いく必要があるため（https://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/page23_000044.html, 2023年9月20日 確 認 ）公
開の仕組みを確立した後にも、継続的にデータを更新
していかなければならない。

2021年8月、河川水辺の国勢調査のデータを格納
したwebシステムである「河川環境データベース」

（https://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/, 2023
年9月20日確認）は、そのリニューアルに合わせて利
用規約を改定し、システムから公開されているデータ
は原則として全てがオープンデータとなった。「河川
環境データベース」は、公的機関によるデータ配布サ
イトであるにも関わらず、これ以前は公開データを
オープンデータとしていなかった。ただし、これは意
図をもってオープンデータとしていなかったのではな
く、オープンデータ化の手続きに対する認識不足に起
因するものであったと筆者は考えている。そこで本稿
は、「河川環境データベース」を事例に、webシステ
ム等を通じて公開しているデータをオープンデータ化
する最も簡単な手続きを紹介する。さらに、なぜオー
プンデータ化に関する認識不足が発生するのか、その
要因を論じ、今後webデータベースのオープンデータ
化を推進する上での課題について議論する。なお、本
稿の内容は、筆者の個人的な見解に基づくものであり、
主張等に対して国土交通省、水源地環境センター等関
連機関およびその上位機関は関知していないことを申
し添える。

２．河川環境データベースのオープンデータ化
と、その方法

「河川環境データベース」は、国土交通省が実施し
ている「河川水辺の国勢調査」成果のうち、公開可能
なデータを配布しているwebシステムで、2023年9月
現在、ここに格納されているデータは、出典を明らか

にする限り商用を含め、自由に利用、再利用、再配布
が可能なオープンデータとなっている（https://www.
nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/index.html, 2023年9
月20日確認）。では、2021年8月以降、何をもって公
開データがオープンデータになったのであろうか？そ
もそも、オープンデータとしてデータを公開するには、
いったい何が必要なのだろうか？あくまで筆者の経験
に基づく実感だが、オープンデータの考え方はかなり
社会に浸透したものの、これに比して実際に何をどう
すればオープンデータ化したとみなせるのかという手
続きについて整理が不十分で、行政担当者等、実務者
の認識も不十分になっている。

何をどうすればオープンデータ化したとみなせるの
かに対する答えは、利用規約（ライセンス）、すなわち、
データ提供者の権利義務や利用者が遵守すべき内容を
設定する文書において、オープンデータの定義に当た
る自由な利用、再利用、再配布を認めることとなる。
データが著作物として認められる場合（注釈：この判
断はときに困難であるが、一般的に創作物としての創
造性を含むものは著作物と認められるため、この条件
を満たす場合、複数のデータをまとめ上げたデータ
セット、データベースは著作物と認められる, https://
ec-houmu.com/right/bigdata#i-2, 2023年9月20日 確
認）、その取り扱いに関する権利義務は原則として著
作権法によって規定される。利用規約とは、法律上で
保証された権利義務の主張範囲を定めるものと理解す
ればよい。ただし、適切な利用規約の設定には著作権
法を中心とした法的な知識が必要になるため、当然こ
れにオープンデータという要件を正確に設定するため
にも、一定の専門知識が必要になる。このため、知的
財産を管理する部門等を持たない組織や、個人が自身
で適切な利用規約を設定することは容易ではない。こ
れが、権利者はオープンデータとして公開したつもり
であっても、実際はオープンデータになっていないと
いう状況を作り出してしまう一因になっていると考え
られる。

この問題を解決するために、オープンデータにおい
ては自由に利用できる利用規約および、その「ひな形」
が用意されている。自由に利用できる利用規約とは、
国際的に広く利用されているクリエイティブ・コモン
ズ　表示　ライセンス（CC BY）であり、「ひな形」と
は、クリエイティブ・コモンズ　表示　ライセンス（CC 
BY）に互換し、各府省ウェブサイトの利用ルール統
一のために定められた政府標準利用規約（第2.0版）で
ある。河川環境データベースは、2021年8月に政府標
準利用規約（第2.0版）という「ひな形」を利用して利
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用規約を定めることで、公開データをオープンデータ
に変更することができた。

３．クリエイティブ・コモンズ 表示 ライセン
ス（CC BY）と政府標準利用規約（第 2.0 版）

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、イン
ターネット時代における著作物の適切な流通を支援
するために国際的非営利組織クリエイティブ・コモ
ンズによって定められた利用規約のテンプレートで、
2023年9月現在で最新のバージョンは4.0となってい
る（https://creativecommons.jp/, 2023年9月20日 確
認）。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、い
くつかの記号の組み合わせによって、どういった権
利義務を主張するかを設定できる構造になっており、
著作者は、いずれかの組み合わせを選定し、図-1に
示すマークを表示することで、著作物に対しこのラ
イセンスを適用するという意思表示になる（https://
creativecommons.jp/licenses/, 2023年9月20日 確
認）。記号の組み合わせには様々なものがあるが（図
-1）一般にオープンデータとみなされるのは CC BY、
CC BY-SAの2つである。これに加えて、著作権の
保護期間が終了している、あるいは権利を放棄し
ていることを意味するパブリックドメイン（PD）や 

（https://creativecommons.jp/licenses/, 2023年9月 
20日確認）、権利を保有しないことを宣言するCC 0とい
うライセンスもあるが（https://creativecommons.jp/ 
sciencecommons/aboutcc0/, 2023年9月20日 確 認 ）、

データ公開機関が権利を放棄あるいは保有しないとい
うケースは多くないため、本稿では取り扱わない。デー
タにCC BY、CC BY-SA のいずれかが表示されてい
る場合、該当データはオープンデータとみなされる。
各ライセンスにおける詳細な許諾内容はインターネッ
ト上で公開されているため（例えばCC BY, https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja, 
2023年9月20日確認）、利用者は必要に応じて許諾内
容の詳細を確認することができる。オープンデータ
とみなされるライセンスであるCC BYとCC BY-SAの
違いを簡単に説明すると、CC BYが付与された場合、
そのデータを加工する等した派生品等を発表する際に
何の制約も発生しないが、CC BY-SAは、ライセンス
を付与されたデータを利用した派生品等についても、
同じライセンスを付与することが求められるという点
である。

政府標準利用規約（第2.0版）とは、日本政府によっ
て定められた各府省ウェブサイトの利用ルールのひ
な形であり、これを適用するためのテンプレートが
デジタル庁から公開されている（https://www.digital. 
g o . j p / a s s e t s / c on t en t s /n ode /ba s i c _ p age /
f ie ld_ref_resources/f7fde41d-f fca-4b2a-9b25-
94b8a701a037/70143e67/20220523_resources_data_
betten_03.pdf, 2023年9月20日確認）。このテンプレー
トに必要部分を追記し、ウェブサイト上で公開するだ
けで、ウェブサイトに掲載されたコンテンツをオー
プンデータにするという利用規約になる。政府標準
利用規約（第2.0版）は、基本的にクリエイティブ・コ
モンズ 表示 (CC BY) 4.0と互換するものとされてい
るが、省庁等をはじめとするデータ権利者の個別の
事情に応じて、追加で適切な利用条件を定められる
仕組みとしている（https://www.digital.go.jp/assets/ 
contents/node/basic_page/field_ref_resources/
f7fde41d-ffca-4b2a-9b25-94b8a701a037/a0f187e6/ 
20220706_resources_data_betten_01.pdf, 2023年9月
20日確認）。ただし、政府情報は原則としてオープ
ンデータにするという方針（「二次利用の促進のため
の府省のデータ公開に関する基本的考え方（ガイド
ライン）」（平成25年6月25日 各府省情報化統括責任
者（CIO）連絡会議決定）, https://www.digital.go.jp/ 
assets/contents/node/basic_page/f ie ld_ref_
resources/f7fde41d-ffca-4b2a-9b25-94b8a701a037/ 
7c57e1a9/20220523_resources_data_guideline_01.pdf,  
2023年9月20日確認）が存在しているため、これを
政府機関が利用する際には、「個別法令に根拠のな
い利用制約を課すような別の利用ルールを設ける場

(a) 表示                                                         (b) 表示 - 継承

(c) 表示 - 改変禁止                                      (d) 表示 - 非営利

(e) 表示 - 非営利 - 継承                             (f) 表示 - 非営利 - 改変禁止

オープンデータとみなせる

オープンデータとみなさない

出典：creative commons JAPAN（https://creativecommons.jp/） 

図-1 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、4つの記号
を組み合わせて6種類のライセンスを設定できる。この
うち（a）表示と（b）表示-継承 が付与されているデータは
オープンデータとみなせる。
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合は、そのコンテンツの範囲を具体的に示した上
で、別の利用ルールを設ける具体的かつ合理的な根
拠を示す」と明示されている点に注意する必要がある 

（https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/ 
basic_page/field_ref_resources/f7fde41d-ffca-4b2a-
9b25-94b8a701a037/70143e67/20220523_resources_
data_betten_03.pdf, 2023年9月20日確認）。すなわち、 
政府機関は、過去の経緯や前例のような合理的根拠
がない理由によってデータをクローズにすることは
あってはならないと明示されているのである。この
点も勘案し、河川環境データベースでは利用に関す
る免責事項等のみ追記し、特例の利用制約はかけな
いという方針で、政府標準利用規約（第2.0版）を用い
た利用規約を設定した（https://www.nilim.go.jp/lab/
fbg/ksnkankyo/Mokj_chui.htm, 2023年9月20日確認） 

（図-2）。

4. 政府標準利用規約（第 2.0 版）の適切な利
用と認識の違いに起因する課題

政府情報には個人情報につながりうるもの等、扱い

に注意が必要なものが含まれることがあるため、個
別事情に応じ、根拠を示した上で利用制約等を設定
できるようにした政府標準利用規約（第2.0版）テン
プレートの配布および運用は、オープンデータに取
り組む政府機関や行政機関にとって非常に利用性が
高く、実際に様々な省庁や機関で利用されている（例
えば総務省電波利用ホームページ, https://www.tele.
soumu.go.jp/j/musen/readme/, 国際農林水産業研究
センター webサイト利用, https://www.jircas.go.jp/
ja/about/guide, ともに2023年9月20日確認）。しか
し、残念なことに、「個別事情に応じて制約等が設定
できる」という部分が独り歩きし、追加で設定した規
約がオープンデータの趣旨から逸脱してしまっている
ように見えるケースも散見される。あえて具体例を挙
げると、法務省が公開を開始した登記所備付地図デー
タに関する項目がこれに該当する。登記所備付地図
データはオープンデータであると明示されているが

（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00494.html, 
https://www.digital.go.jp/news/4b7250a3-3fcf-4b83-
8d52-4bb131e1ba9d,ともに2023年9月20日確認）、政
府標準利用規約（第2.0版）を利用して策定された利

ここに利用規約があり、政府標準利用規約（2.0 版）に対応している。

下部に示すように出典を明記することで、自由な利用が保障されている。

出典：国土交通省河川水辺の国勢調査 河川環境データベースシステム（https://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/index.html） 

図-2 河川環境データベースのトップページと、利用規約の表示箇所
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用規約を見てみると、個別事情に応じた利用制約を
説明する項目の中に「法務省の判断によって、コンテ
ンツの一部及び全部の利用制限、又は今後一切のコ
ンテンツ利用を認めないことがあります」という項目
と、その具体事例の一つに「ウ その他法務省が不適
切と判断した場合」という内容が示されている。管理
主体が不適切と判断した場合に〜という制約は、利用
規約を設定する際にしばしば使われる表現である。し
かし、この表現は、オープンデータの本来的な趣旨
に反すると筆者は考える。オープンデータの本質と
は、データが著作権や用途等、社会に存在する様々な
制御メカニズムから開放され、利用者はデータの品
質以外の何にも制限されないことが保証されること
である（大澤 2017）。この点において、事前に利用に
ついて法務省に判断を求める必要があるように読め
る制約を設定することは、オープンデータの定義か
ら考えると、首をかしげざるを得ない。これに加え
て、先述したとおり、デジタル庁が公開している政府
標準利用規約（第2.0版）の解説には、「個別法令に根
拠のない利用制約を課すような別の利用ルールを設
ける場合は、そのコンテンツの範囲を具体的に示し
た上で、別の利用ルールを設ける具体的かつ合理的
な根拠を示すべき」と明記されている（https://www.
digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_
ref_resources/f7fde41d-ffca-4b2a-9b25-94b8a701a037/
a0f187e6/20220706_resources_data_betten_01.pdf, 
2023年9月20日確認）。「法務省の判断によって」とい
う曖昧な表現は、制約の対象となるコンテンツ範囲が
不明瞭であるし、個別法令に根拠があるとも思えな
い。この制約は関係者のオープンデータに対する認識
不足に起因して設定されたものと推察されるが、権利
者がオープンデータにする意思があるにも関わらず、
ライセンス上オープンデータになっていないというミ
スマッチは、データ提供者、利用者の双方に不利益を
もたらす。ライセンス設定の困難さを解決することに
加え、個別事情に応じて規約内容に柔軟性を持たせる
ことでオープンデータの推進を目指す政府標準利用規
約（第2.0版）は非常に優れた仕組みであるが、柔軟性
を持たせたがために、本来の趣旨であるオープンデー
タ化が達成できなくなるケースが存在するというのは
大きな問題である。これを解決するために、形式的な
ものではなく、オープンデータそのものの内容と本来
的な意義をより広く周知する努力を講じることと同時
に、その実現に向けた方法である政府標準利用規約（第
2.0版）の適切な利用方法も、より広く周知していく
必要があるだろう。

5．オープンデータ化に向けた各種資料と課題

先述の課題解決に向けた普及活動の第一歩として、
適切な資料を作成し、広く配布することが挙げられる。
この取り組みはかなり進んでおり、2023年9月現在、
web上を検索すると基礎自治体やデジタル庁発行の
オープンデータ作成ガイドライン、手引き書を容易に
見つけることができる。例えばデジタル庁は自治体が
オープンデータに取り組む際に参考となるガイドライ
ン・手引書を公開している(https://www.digital.go.jp/
resources/open_data, 2023年9月20日確認)。発行年
が2018年と多少古いものの、農研機構は研究者や研
究機関を対象に、研究成果、データをオープン化す
るための手引きを公開している（https://www.naro.
go.jp/publicity_report/publication/laboratory/niaes/
manual/083173.html）。九州大学は、オープン化を含
めた研究データの管理方法に関する教材を公開してい
る（https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_detail_md
/?lang=0&amode=MD100000&bibid=6796147, 2023
年9月20日確認）。これらはあくまで一例で、地方自
治体やNPO等による手引き等も多数公開されており、
各主体が実践する際の参考資料として重要な役割を果
たしていると考えられる。

これら各手引きは基本的にオープンデータの意義、
それを実現するための具体的な方法等を適切に記述し
ており、オープンデータに取り組む自治体等の職員が
参考にすることはもちろん、学校機関における教材と
しても利用できる質であるものが多い。特にデジタル
庁発行の自治体向けガイドライン・手引書はオープン
データ化の実施に留まらず、それを継続するための組
織的な対応等にも言及しており、オープンデータに取
り組む多くの自治体が参考にしていると考えられる。た
だし、現在流通しているガイドライン、手引きの多くは
一般的なもの、すなわち政府、行政等が公開しうるデー
タ全般を対象としたものが多く、適用するデータの内
容や性質を絞り、個別的な課題に対応する方法等が記
述されたものはほとんど見られない。先述の登記所備
付地図データについても、例えば不動産に関わるデー
タをオープンデータ化する際に留意すべき事項を、関
連しうる個別法令とともに提示するガイドラインがあれ
ば、政府標準利用規約（第2.0版）の解説にあるように、
個別的な利用制約について、具体的かつ合理的な根拠
に基づいたルールを設けることができた可能性がある。
今後ますますオープンデータを推進するためには、あ
る程度対象を絞って具体的な対応方法を示した個別マ
ニュアルのようなものが必要なのかもしれない。



76

筆者が知る限り、適用するデータの性質を絞って
いるオープンデータ化にむけたガイドラインの例は
まだ多くないが、徐々に策定は進みつつあるようだ。
例えば2023年6月には、都市計画情報のデジタル化・
オープン化ガイダンスが公表された（https://www.
mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000187.html, 
2023年9月20日確認）。2023年5月には、自然環境調
査に係る生物多様性情報の整備と発信のガイドライン

（https://www.biodic.go.jp/kiso/masterplan.html） が
公表された。後者は筆者も作成に関わったことから、
その概要を紹介したい。このガイドラインは、法定業
務である自然環境保全基礎調査の基本方針・調査計画
として策定された「自然環境保全基礎調査マスタープ
ラン 令和５〜 14（2023 〜 2032）年度」の成果データ
の取り扱いに関する実施方針として活用することと同
時に、本調査に関わらない生物多様性に関わる各種
データの整備およびオープンデータ化に広く貢献する
ことを狙って作成したものである。ガイドラインには、
オープンデータの意義や先述のライセンスに関する概
説に加え、生物多様性情報に関する個別的な留意事項
として、生物多様性データにおける標準データ記述
フォーマット、位置情報の扱い、希少種情報の扱いに
ついての概説も含めており、生物多様性情報に絞って
オープンデータ化の具体的な対応方法を示している。
ガイドラインが乱立することは避けるべきであろう
が、潜在的なデータリソースが膨大である対象や社会
的ニーズが高い対象については、ある程度焦点を絞っ
た個別マニュアルの整備を進めることで、適切で利用
性が高いオープンデータがさらに増加していくことが
期待できる。

6．おわりに

本稿は、河川環境データベースを事例に、既にweb
システム等を通じて公開しているデータをオープン
データ化する簡単な手続きの紹介を通し、オープン
データ化の実現に向けた対応が極めて簡便化している
こと、その反面、オープンデータの本来の趣旨を逸脱
してしまうという課題が発生していることを論じてき
た。さらに、この問題を解決するための手段として、
ある程度対象を絞ったガイドラインの必要性を提示し
た。オープンデータの推進において最も重要なこと
は、オープンデータ化はあくまで行政情報の透明化や
民間の業務等を活性化させる手段であり、それを目的
化してはいけないという点である。何のためにデータ
をオープン化するかという本質を押さえておけば、自

ずと実施すべきこと、避けるべきことは見えてくると
筆者は考える。河川環境データベースに続き、今後も
様々な行政調査のデータ類のオープン化が進むことを
期待したい。
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